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１ さらなる改革の必要性 

 自治体の役割の基本は、効率的な行政運営に努めることで、市民に対して質の

高い行政サービスを提供することです。しかし、自治体の行財政システムは、近

年、経済環境や市民意識の変化に対応した合理的なものとはなっていない部分が

生じています。こうした行政の機能低下を解消して、地方自治の本旨である簡素

で効率的な行政運営に立ち返るための「行政改革」が強く求められています。 

 

（１）これまでの取り組み  

   本市では、昭和６０年１２月に行政改革大綱を策定して以降、平成１９年度

まで、５次にわたって行政改革に取り組んできました。 

   第１次から第５次までの行政改革の実施に当たっては、その時々の市民ニー

ズや社会経済等、市民と市を取り巻く環境を考慮して設定した基本項目の達成

を目指し、具体的な取り組み事項を掲げて改革に取り組んできました。その結

果、生み出した財政効果は、約１１０億円となっています。 

平塚市行政改革大綱（第１次から第５次）の基本項目 

第１次 

（Ｓ６１～Ｓ６３） 

第２次 

（Ｈ８～Ｈ１０） 

第３次 

（Ｈ１１～Ｈ１３）

第４次 

（Ｈ１４～Ｈ１６）

第５次 

（Ｈ１７～Ｈ１９） 

１  ＯＡ化等事務改

革の推進 

２ 事務事業の見直

し 

３ 民間活力の活用

の推進 

４ 職員管理の適正

化の推進 

５ 給与等の適正化 

６ 組織管理の適正

化 

 

１  行政の簡素・効

率化 

２ 社会経済情勢の

変化と新たな行政

需要に対応しうる

組織・機構の見直

し及び職員の能力

開発と意識改革 

３ 市民と協働した行

政運営と、市民の

立場に立った行政

サービスの向上 

 

１  行 政 運営の改

善・効率化の推進

２ 財政運営の効率

化の推進 

３ 市民と協働した行

政運営と行政サー

ビスの向上 

 

１  行 政 運営の簡

素・効率化の推進

２ 健全な財政運営

の推進 

３ 市民・企業との協

働  

４ 行政サービスの

向上 

 

１ 市民の視点で市

民と共に進める行

政運営 

２ 市民が満足する

行政サービスの向

上 

３ 民間経営理念の

導入と効率的な行

政運営の推進  

４ 行政評価システ

ムの導入 

 

  

平塚市における行政改革の財政効果 

 経費削減や収入確保等の額 

第１次(S61～S63) 2,949,910千円

第２次(H8～H10) 1,811,563千円

第３次(H11～H13) 3,537,100千円

第４次(H14～H16) 1,587,726千円

第５次(H17～H19) 1,049,710千円

累計 10,936,009千円

※ 第５次の額は平成 18 年度までの２か年の実績 
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（２）時代背景の変化  

   今日、行政を取り巻く環境の急激な変化のもとに、行政の果たすべき役割・

使命も刻々と変化しています。 

   少子高齢化の急激な進展による生産年齢人口比率の減少は、税収の減少と社

会保障費の増大として市の財政に大きな影響を及ぼしています。 

   また、情報通信技術の急速な進化は、社会のグローバル化をもたらして、人々

のライフスタイルを大きく変化させました。 

   こうした大きな変化のなかで、市民が安心して暮らしていけるまちとして存

続していくために、行政に課せられた責務はますます高度化してきています。 

 

（３）事務改善から新たな行政システムの構築へ  

   時代の潮流とともに変化する社会において、「行政改革」に求められるものは、

財政の健全化に向けた行政内部の事務の効率化は当然のことながら、事務事業

そのものを抜本的に見直すなど、行政のあり方自体を根本から見直すことです。 

市民に必要な行政サービス
        ※

を的確に提供していくためには、政策の「選択」

と経営資源の「集中」の理念に基づき、必要とされる行政サービスを選択して

提供していくことも重要な要素となっています。 

また、市民の力を活かすことで対応可能な公共サービスの提供を、広く市民

と行政が協力して公共の仕事を担うという「新たな公共」の理念で取り組むこ

とも必要となっています。 

市民が、地域が、コミュニティが、事業者が、行政が、誰もがそのポジショ

ンで、必要な分野を担うことによって、まちづくりにかかわっていくという「協

働」のまちづくりを実現していくために、誰もが納得できるような、成果を重

視した行政システムを構築することが、これからの行政改革に課せられた使命

です。 

 

 

 

 

 

 

 

注） 行政サービス：公共サービスのうち行政が主体となって提供するサービス 
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２ 「ひと まち 自然  生活快適都市  ひらつか」をめざすための行政改革 

 市町村は、地域における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想を

定め、これに即して事務を処理しなければならないことが地方自治法に定められ

ています。「平塚市総合計画」は本市における行政運営の最も基本的な指針となる

もので、本市が展開する施策とこれを実現する事務事業は、原則的にすべて総合

計画に集約されるべきものです。このことは行政改革における取り組みについて

も例外ではありません。 

 

（１）総合計画を着実に推進するためのシステムとしての位置づけ  

行政改革の目的は、市民の暮らしの立場から行政システムを見直し、より質

の高い行政サービスをより低いコストで提供することにあります。このことか

ら、行政改革を推進する際には、市の最上位計画である総合計画とそこに描く

目的の達成を常に意識すべきであり、総合計画に表される施策をより効果的・

効率的に実現するために実施するものであると言えます。 

総合計画で目指す生活快適都市を実現するために、総合計画に謳われている

「実現に向けた取り組み」の項目はそのまま行政改革の取り組み方針として位

置づけ、この部分の実施計画は、行政改革の実施計画で担うこととします。 

   こうした位置づけを明確にすることにより、統一的な視点でマネジメントし、

総合計画の一翼を担うものとして機能させます。 

（２）協働と経営の視点  

   今日、市民生活を支える公共サービスは、市民、事業者、自治会、ＮＰＯ法人
  ※

、

市民活動団体、行政などの多様な担い手によって提供されています。行政の提

供する行政サービスとは公共サービスのひとつの形態とされ、自治体に期待さ

れる行政サービスのあり方も変化しています。 

   今後、住みよい、暮らしやすい都市を形成していくために、平成１８年に制

定した「平塚市自治基本条例」の理念に基づき、広くまちづくりにおいて市民

と行政が共に役割と責任を分かち合い、相互に連携・協力し、補完し合いなが

ら、都市問題や公共サービスの提供に努めることを目指す「協働」を実践しま

す。 

一方、「協働」の視点とあわせて、行政運営に、成果を重視した「経営」の視

点を取り入れ、より一層効率的・効果的に行政サービスを提供することによっ 

 

 

注） ＮＰＯ法人：特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された団体（ＮＰＯ：継続的、自発的に社会貢献活

動を行う、営利を目的としない民間団体の総称） 
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て、協働によるまちづくりを支えていきます。そのために、ＰＤＣＡ
        ※

のマネジ

メントシステムを確立するとともに、「何を」、「どれだけ」、「いつまでに」、「ど

のように」取り組むのかを明らかにします。 

（３）計画期間と推進体制  

   行政改革大綱の計画期間は、総合計画の基本構想・基本計画にあわせ平成２

８年度までとし、総合計画基本計画の見直しにあわせて行政改革大綱も見直し

を行うこととします。 

行政改革実施計画は３年を計画期間としますが、行政評価による事業見直し

を実施することから、年度ごとの見直しについても視野に入れて構成します。 

また、既存の計画である「集中改革プラン（平成１７年度～平成２１年度）」、

「財政健全化プラン（平成１８年度～平成２８年度）」、「平塚市職員定員適正化

計画（平成１６年度～平成２１年度）」における取り組みについても、その考え

方をより発展させた形で、行政改革実施計画の中に積極的に位置づけていくこ

ととします。 

   行政改革実施計画の策定に当たっては、現状を分析して課題を抽出し、これ

に基づく達成目標をできるだけ数値化して示し、市民にわかりやすい計画とし

ます。 

行政改革を着実に推進するため、市長を本部長とする「行政改革推進本部」

を中心とした全庁的な連携のもと、毎年度、進捗状況や成果を把握しながら効

果的な進行管理を行います。また、行政改革の推進には市民の理解と協力が欠

かせないことから、その進捗状況や成果等を市民に積極的に公表します。 

 

平塚市総合計画と新平塚市行政改革大綱の計画期間 

200６年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 201３年 201４年 201５年 2016 年

平成 

1８年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度

平成 

21 年度 

平成 

22 年度

平成 

23 年度

平成 

24 年度

平成 

2５年度

平成 

2６年度

平成 

2７年度 

平成 

28 年度 

           

 

 

 

 

注） ＰＤＣＡ：〔plan（立案・計画），do（実施），check（検証・評価），action（改善・見直し）〕事業の計画・立案から評

価・検証、見直しまでを一貫して行い、次の計画・事業に活かそうという考え方 

 

平塚市総合計画基本構想・基本計画 

新平塚市行政改革大綱 第５次平塚市 

行政改革大綱 

実 施 計 画 新平塚市行政改革実施計画 

毎年見直しを行い、各年度向こう３か年の計画とする 
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３ 新しいまちづくりの展開のための３つの柱 

 総合計画では、まちづくりの目標を着実に実現するための取り組みを「新しい

まちづくりの展開」として位置づけ、次の３つの「展開方針」を掲げています。 

・市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深める 

・協働のまちづくりと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむ 

・市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開する 

 総合計画を実現していくための取り組みとして掲げられたこれらの項目は、今

後の行政運営の基本的な指針であることから、行政改革の指針としても位置づけ

ることによって、これに沿った行政改革の具体的な取り組み事項を定め、「総合計

画実現のための行政改革」として明確にします。 

 

（１）市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深めるために  

   市民と行政がともに手を携えてまちづくりを進めていくためには、互いのこ

とをより深く理解し、共通の認識を持つ必要があります。これからは、広く市

民をまちづくりのパートナーとして情報の開示を進めてこれを共有し、同じ土

俵で考え方や意見を交換できるような環境を創出していきます。このことによ

り、行政としての説明責任を果たし、相互の信頼関係に基づいた行政運営を進

めて市民の求める行政サービスの展開に努めます。 

 

① 行政情報の共有をすすめます 

   行政情報を積極的に、わかりやすく提供することで行政運営の透明性を高め

ます。また、多様な情報媒体を活用して情報格差を解消し、市民との情報共有

を進めて市民の関心を喚起し、協働の意識が高まるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 多様な意見を行政運営に活かします 

   市民と行政、市民同士の情報交換や意見交換の場を充実させることにより、

活発な議論に基づく意見が行政に反映できるような仕組みをつくります。 

行政情報の共有 

わかりやすい行政資料の提供 

市が提供する情報と媒体の充実 

情報発信基準の明確化 

行政財産情報の公開 

行政情報のリアルタイム化の推進 
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③ 誰もが利用しやすい行政サービスを提供します 

   市民が必要なときに必要な情報を的確に利用できるような体制を整えます。

また、効率性と利便性向上の視点から事務事業を見直し、誰もが利用しやすい

行政サービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）協働のまちづくりと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむために  

   これからのまちづくりは、行政が一方的に進めるものではなく、市民、事業

者、自治会、ＮＰＯ法人、市民活動団体などが、それぞれの立場でまちづくり

に携わり、お互いを支えあっていくことができるような自治の仕組みを作り上

げていく必要があります。 

   こうした「民」の力を、まちづくりのパートナーとして位置づけ、行政と民

間が手を携えて「協働のまちづくり」に取り組む体制を整え、あわせて、その

担い手の育成にも取り組んでいきます。 

① 市民と市の役割分担による「新たな公共」を創出します 

   「民」が担えること、「公」が担うべきこと、両者が協力して取り組むことを

市民と市が相互に理解し合い、「新たな公共」の理念が共有できるよう意識啓発

や協働事業の推進に努めるとともに、まちづくりのパートナーとなる団体等の

育成・支援を行います。 

多様な意見を行政運営に活かすしくみ 

市民意見反映方法の充実 

地域コミュニティサイトの構築と活用 

双方向コミュニケーション手段の構築 

市民満足度調査の実施と活用 

情報ネットワークの積極的活用 

誰もが利用しやすい行政サービスの提供 

行政情報の一元管理 

行政情報のデータベース化 

ワンストップサービス体制の構築 

窓口・施設利用の利便性の向上 

事務事業の再編・整理 
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② 市民主体の公共サービスを展開します 

   「民」と「公」がそれぞれの立場で協力し、「新たな公共」の理念に基づく地

域課題を解決する仕組みを生み出します。そのために、ＰＦＩ
       ※

や指定管理者制

度などのアウトソーシングを推進するとともに、市民が主体的に担える分野は、

積極的にこれを担ってもらい多様化する市民ニーズに応えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 市民の活動を支えるしくみづくりをすすめます 

   市民の主体的活動を支える仕組みを整備することによって、市民と行政が持

てる知恵と力を出しあうなかで、市民の自主的活動のネットワーク化も図って、

市民の連携を推進し、市民自らが地域社会を創出できる環境を生み出します。 

 

 

 

 

 

 

 

注） ＰＦＩ：公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法 

市民と市の役割分担による「新たな公共」の創出

コミュニティづくりの推進 

市民活動団体の育成支援 

地域協働事業の推進 

事業者との連携強化 

新たな公共への意識啓発 

地域自治制度の研究 

市民主体の公共サービスの展開 

公共サービスの担い手の見直し 

提案型アウトソーシング手法の導入 

公共施設管理へのアダプト制度の導入 

アウトソーシング導入基準の策定 

アウトソーシング評価基準の策定 

市民の活動を支えるしくみづくり 

提案型市民ファンドの充実 

市民活動団体ネットワークの構築 

ボランティア活動への支援体制の充実 

産・学・公ネットワークの構築と活用 

団塊世代の地域社会参加促進 
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（３）市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために  

   市民が豊かで快適に暮らせるまちの基礎となる、長期に安定した財政基盤を

実現するために策定した「財政健全化プラン」に掲げる歳出削減策や収入確保

に関する対策を着実に推進し、健全な財政運営と持続可能な行政運営を図りま

す。 

また、経営的な視点で成果を重視した行政経営を展開するため、市民の視点

に立った行財政運営に関する評価とその結果を確実に反映させる仕組みを作り

ます。あわせて、効率的・効果的な行政運営を広域的な視点から推進していき

ます。 

 

① 健全な財政運営につとめます 

   財源の確保と有効活用のために、事業の必要性と効果を検証し、また、協働

の理念を踏まえた民間委託など事務事業のアウトソーシングを進め、行政運営

経費や人件費などの削減を進めます。また、都市活力の創出や経営の視点から

公有地の売却や賃貸等を進めるとともに、有料広告事業なども積極的に行い自

主財源の確保に努めます。 

    一方、行政サービスを利用する際の負担の公平性や財源確保の観点から使用

料や手数料の料金負担の適正化にも取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 成果重視の行政運営をすすめます 

   現状分析に基づいて設定した事務事業などに関する目標、期待される効果及

びスケジュールを公表するとともに、行政評価に基づく効果測定と改善・効率

化のサイクルを導入します。また、市民などによる外部評価や事業選択の仕組

みを導入することにより、市民の視点に立った、より透明性の高い行政運営を

健全な財政運営 

自主財源の確保 

歳出削減策の推進 

人件費の削減 

行政組織のスリム化 

公共施設の総合的管理 

受益者負担の適正化 

外郭団体の見直し 
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進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 広域的な視点によるまちづくりをすすめます 

   多様化・複雑化する行政課題に対応するためには、近隣の地方公共団体と協

力・連携を図ることによって、より効率的に問題を解決できる可能性がありま

す。したがって、地域を広く捉えるなかで、行政に何が可能なのかを判断して

いく必要があります。 

   今後も、近隣自治体と協力・連携を深めることによって、多様化・複雑化す

る行政課題に広域的な視点で対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果重視の行政運営 

行政評価システムの充実 

財政分析の充実・強化 

事業選択手法の導入 

人事評価システムの充実 

外部評価制度の導入 

庁内分権の推進 

組織の活性化 

職員の資質向上 

広域的な視点によるまちづくり 

公共施設の広域利用促進 

ごみ処理の広域化 

消防組織の広域化 

債権徴収事務の広域連携の検討 



市が提供する情報と媒体の充実

わかりやすい行政資料の提供

行政情報の共有

多様な意見を行政運営に活かすしくみ

誰もが利用しやすい行政サービスの提供

市民と市の役割分担による「新たな公共」の創出

市民主体の公共サービスの展開

地域協働事業の推進

事業者との連携強化

新たな公共への意識啓発

情報発信基準の明確化

行政財産情報の公開

市民満足度調査の実施と活用

市民意見反映方法の充実

地域コミュニティサイトの構築と活用

情報ネットワークの積極的活用

行政情報のリアルタイム化の推進

双方向コミュニケーション手段の構築

市民と市がコミュニケーションを重
ね、相互の信頼関係を深めるために

行政情報の一元管理

地域自治制度の研究

コミュニティづくりの推進

市民活動団体の育成支援

窓口・施設利用の利便性の向上

事務事業の再編・整理

ワンストップサービス体制の構築

公共サービスの担い手の見直し

行政情報のデータベース化

協働のまちづくりと市民主体の新たな
自治のしくみをはぐくむために

新　平　塚　市　行　政　改　革　大　綱

平塚市総合計画　　「生活快適・夢プラン」
～ひと まち 自然 生活快適都市　ひらつか～
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公共施設の広域利用促進

市民の活動を支えるしくみづくり

産・学・公ネットワークの構築と活用

健全な財政運営

組織の活性化

受益者負担の適正化

自主財源の確保

成果重視の行政運営

公共施設管理へのアダプト制度の導入

提案型市民ファンドの充実

団塊世代の地域社会参加促進

ボランティア活動への支援体制の充実

職員の資質向上

庁内分権の推進

アウトソーシング評価基準の策定

外郭団体の見直し

債権徴収事務の広域連携の検討

人事評価システムの充実

外部評価制度の導入

ごみ処理の広域化

消防組織の広域化

事業選択手法の導入

歳出削減策の推進

行政評価システムの充実

財政分析の充実・強化

提案型アウトソーシング手法の導入

広域的な視点によるまちづくり

市民の視点に立ち、成果を重視した行
政経営を展開するために

市民活動団体ネットワークの構築

アウトソーシング導入基準の策定

公共施設の総合的管理

行政組織のスリム化

人件費の削減

11


